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    最
高
裁
大
法
廷
、
婚
外
子
の
相
續
分
を
嫡
出
子
の
半
分
と
す
る
民
法
九
百
條
四
號
を
憲
法
違
反
と
斷

ぜ
り
。
マ
ス
コ
ミ
、
法
の
下
の
平
等
齎
さ
る
と
喧
傳
し
、
日
陰
者
と
見
ら
る
る
婚
外
子
へ
の
朗
報
と
傳
ふ
。
さ
れ

ど
、
嫡
出
子
を
産
み
な
が
ら
夫
に
裏
切
ら
れ
、
吾
子
が
非
嫡
出
子
に
優
越
の
取
扱
受
く
る
を
支
へ
の
一
と
し

て
逆
境
に
耐
ふ
る
正
妻
の
無
念
を
採
上
げ
ず
。 

 

現
代
の
法
治
國
家
は
一
夫
一
婦
制
を
基
と
す
る
社
會
に
立
つ
。
婚
外
子
を
差
別
的
に
取
扱
ふ
所
以
は
、

婚
外
婚
防
止
の
一
手
段
な
る
に
因
る
。
非
嫡
出
子
差
別
を
撤
廢
す
る
は
こ
れ
婚
外
婚
を
助
長
し
、
延
い
て
は

一
夫
一
婦
制
を
搖
が
し
、
い
づ
れ
國
の
土
臺
を
危
ふ
く
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
大
法
廷
決
定
を
讀
む
に
、
こ
の

根
本
議
論
無
き
が
如
く
な
る
は
殘
念
な
り
。
補
足
意
見
に
て
一
裁
判
官
、
法
律
婚
共
同
體
の
尊
重
に
積
極

意
見
述
ぶ
る
も
、
こ
れ
を
嫡
出
子
相
續
分
優
遇
を
以
つ
て
す
る
を
疑
問
視
す
る
は
、
腰
定
ま
ら
ざ
る
の
論
と

言
は
ざ
る
を
得
ず
。 

   

今
の
法
體
系
維
持
を
前
提
に
せ
ば
、
非
嫡
出
子
差
別
は
殘
し
て
然
る
べ
し
。
論
點
は
、
法
の
下
の
平
等
と

一
夫
一
婦
制
を
守
る
た
め
の
差
別
を
如
何
に
調
和
せ
し
む
る
か
に
存
す
。
即
ち
、
婚
外
子
への
配
慮
が
た
め
、

差
別
を
極
度
に
減
ず
る
、
例
へ
ば
非
嫡
出
子
相
續
分
、
嫡
出
子
の
半
分
を
改
め
九
割
と
な
す
は
如
何
か
。
世

に
、
相
續
財
産
を
期
待
し
得
ざ
る
庶
民
多
き
を
思
へ
ば
、
か
か
る
小
額
が
差
別
は
苛
酷
に
あ
ら
ず
。
他
方
、

曾
て
の
住
民
票
に
於
け
る
嫡
出
非
嫡
出
の
區
別
な
ど
、
身
分
に
關
は
る
差
別
區
別
い
づ
く
に
か
殘
る
あ
ら
ば

こ
れ
を
極
力
廢
す
べ
し
。
經
濟
面
即
ち
相
續
に
於
て
の
み
は
極
小
の
差
別
を
殘
す
も
、
こ
れ
現
行
の
婚
姻
秩

序
維
持
が
た
め
必
要
と
信
ず
。 

   

と
は
言
へ
、
余
は
一
夫
一
婦
制
が
人
類
最
良
の
家
族
制
度
と
妄
信
す
る
者
に
て
は
あ
ら
ず
。
古
今
東
西
、

一
夫
多
妻
、
一
妻
多
夫
、
或
は
亂
婚
集
團
婚
の
時
代
が
あ
り
、
最
適
な
る
婚
姻
形
態
、
時
代
地
域
に
從
ひ
て

定
る
を
肯
ん
ず
。
家
族
形
態
變
ず
れ
ば
法
體
系
ま
た
變
化
し
て
然
る
べ
し
。
今
般
の
決
定
を
奇
異
と
す
る
は
、

家
族
法
制
の
土
臺
を
正
面
よ
り
論
ぜ
ず
し
て
、
現
行
規
定
の
無
效
を
言
ふ
こ
と
な
り
。 

    

   

な
ほ
、
變
は
る
に
遲
き
感
あ
る
裁
判
所
、
時
を
置
か
ず
し
て
今
次
の
大
法
廷
決
定
全
文
を
電
網
に
載
せ
、

余
が
如
き
門
外
漢
す
ら
素
早
く
原
文
に
當
る
を
可
能
と
す
。
余
、
こ
の
裁
判
所
事
務
の
な
し
方
、
電
網
の
便

利
と
兩
々
相
俟
ち
て
、
我
國
民
主
社
會
の
更
な
る
進
展
見
た
る
心
地
し
て
喜
ぶ
。 

 


